
横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会 第319回会議議事録 

日 時 平成29年７月28日（金） 午後２時00分～午後４時00分 

開催場所 関内中央ビル５階特別会議室 

出 席 者 金子部会長、髙橋委員、稲垣委員 

欠 席 者 なし 

開催形態 非公開 

議 題 

１ 横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第318回会議議事録の承認 

２ 情報公開制度運用状況及び諮問の報告 

３ 存否応答拒否処分の報告 

４ 行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議 

議事及び 

決定事項 

 開会にあたり、部会長が、会議の非公開を確認した。 

１ 横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第318回会議議事録の承認 

２ 情報公開制度運用状況及び諮問の報告 

  事務局から運用状況、諮問第1937号から第1961号までの諮問及び諮問第

1588号の取下げについて報告した。 

３ 存否応答拒否処分の報告 

事務局から次の５件の開示請求に係る存否応答拒否処分について報告し

た。 

(1) 「別紙のとおり」 

(2) 「①平成29年５月31日に横浜市長が謝罪した件に係る当該小学校、中

学校及び東部学校教育事務所に報告、取得、検討した文書等の一連の関

連文書、資料のすべて（事件発覚後から開示請求日迄の間）」  

(3) 「①平成29年５月31日に横浜市長が謝罪した件に係る当該小学校、中

学校及び西部学校教育事務所に報告、取得、検討した文書等の一連の関

連文書、資料のすべて（事件発覚後から開示請求日迄の間）」  

(4) 「①平成29年５月31日に横浜市長が謝罪した件に係る当該小学校、中

学校及び南部学校教育事務所に報告、取得、検討した文書等の一連の関

連文書、資料のすべて（事件発覚後から開示請求日迄の間）」  

(5) 「①平成29年５月31日に横浜市長が謝罪した件に係る当該小学校、中

学校及び北部学校教育事務所に報告、取得、検討した文書等の一連の関

連文書、資料のすべて（事件発覚後から開示請求日迄の間）」 

４ 行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議 

(1) 諮問第1555号（生見尾踏切跨線人道橋整備事業）について 

  ア 答申たたき台を検討した。 

  イ 次回、答申案を検討することとした。 



（2） 諮問第1582号（道路占用許可基準及び横浜市道路掘削跡復旧工事標準

仕様書）について 

  ア 事務局から事案の概要説明を行った。 

  イ 答申の方向性を検討した。 

  ウ 次回引き続き、答申の方向性を検討することとした。 

(3) 諮問第1537号（建築相談票・引継票並びに違反建築物に対する是正勧

告及び呼出通知書）について 

  ア 答申の方向性を検討した。 

  イ 次回以降、答申たたき台を検討することとした。 

(4) 諮問第1580号（建築相談票・引継票（平成20年10月10日）及び添付写

真写し）について 

  ア 答申の方向性を検討した。 

   イ 次回以降、答申たたき台を検討することとした。 

（5） 諮問第1654号（建築相談票・引継票（平成20年10月10日））について 

  ア 答申の方向性を検討した。 

   イ 次回以降、答申たたき台を検討することとした。 

（6） 諮問第1725号から第1729号まで、第1799号、第1800号及び第1843号

（建築相談票・引継票（平成20年10月10日）及び添付写真写し）について 

  ア 答申の方向性を検討した。 

   イ 次回以降、答申たたき台を検討することとした。 

(7) 諮問第1607号、第1616号、第1619号、第1622号、第1649号から第1651

号まで、第1744号、第1745号、第1778号から第1782号まで、第1825号か

ら第1827号まで及び第1911号（建築相談票・引継票（平成20年10月10

日））について 

  ア 答申の方向性を検討した。 

  イ 次回以降、答申たたき台を検討することとした。 

(8) 諮問第1609号、第1610号、第1620号、第1621号、第1624号、第1625

号、第1739号、第1740号、第1777号、第1783号及び第1833号（違反建築

物に対する是正勧告及び呼出通知書ほか）について 

  ア 答申の方向性を検討した。 

  イ 次回以降、答申たたき台を検討することとした。 

特記事項 次回：平成29年８月25日（金） 関内中央ビル５階特別会議室 

本議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定した。 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会 部会長 金子 正史 


